
平成２５年度第２回
大分県中小企業サポート推進会議実務責任者会議

平成２５年１０月２９日

大分県中小企業サポート推進会議事務局



（１） 平成２５年度上半期の実績及び今後の取組について

＜議題＞

①大分県中小企業サポート推進会議

ア．広報及び情報共有について

・県ホームページの活用
H25.5.30にホームページ作成し、中小企業再生支援協議会、経営改善支援センター、
サポートミーティングの概要や研修会資料、模様等の情報を掲載。以降、順次更新中

http://www.pref.oita.jp/soshiki/14030/sapo-to.html＜ＵＲＬ＞

・税理士、商工団体等向け経営改善支援センター事業説明会

９月に、大分市（３回）、中津市、別府市、日田市（各１回）において、税理士、商工団体
等向けに、経営改善支援センター事業についての説明会、意見交換会を大分県中小企
業再生支援協議会と共同で実施。
出席者：７７名（税理士等５９名、経営指導員１８名）

A．上半期の活動状況について

・再生支援協議会、経営改善支援センター、サポートミーティングのチラシの配布

５月２７日付けで、県内各商工会議所、各商工会（大分県商工会連合会経由）、大分県
中小企業団体中央会に、企業訪問時や研修等を通じて、中小企業者への配付を依頼

・大分県産業創造機構の広報誌に利用案内を掲載

大分県産業創造機構広報誌「創造おおいた」の１０月号に、再生支援協議会、サポート
ミーティング、経営改善支援センターの利用案内を掲載。



イ．研修会の実施

・基礎講座

日時：７月２９日 １４：００～１６：１０

・ビジネスモデル俯瞰図の作り方、使い方

日時：８月 ７日 １４：００～１６：１０

対象：金融機関、商工団体、認定支援機関等

参加人数：１０９人

内容：再生支援協議会、経営改善支援センターの活用について
経営改善計画の策定
決算書の見方（業績悪化の兆候の把握）

対象：金融機関、商工団体、認定支援機関等

参加人数：１２０人

内容：ビジネスモデル俯瞰図の作り方、使い方

・チームディスカッション

日時：８月 ８日 １１：００～１６：００

対象：金融機関

参加人数：２８人

内容：県内金融機関の実務担当者が５つの班に分かれての事例研修

ビジネスモデル俯瞰図と業種別論点（座学１ｈ）

ケーススタディ１（１．５ｈ）
「老舗和菓子製造販売店」の経営改善について

ケーススタディ２（１．５ｈ）
「温泉ホテル」の再生方法について（第二会社方式による再生）



B．下半期の活動について
ア．広報及び情報共有について

・県ホームページの活用

引き続き、県ホームページにおいて、情報提供等を実施する。

・会員の広報誌での周知活動

引き続き、会員の広報誌を利用させてもらい、周知活動を実施する。
（直近では、大分みらい信用金庫の広報誌を利用させてもらえる予定で準備中）

イ．研修について

・金融機関を除く認定経営革新等支援機関を対象とした研修

＜講師＞中小機構九州本部

＜内容＞中小企業支援に必要な金融の基礎知識

＜対象＞金融機関を除く認定経営革新等支援機関

小規模・零細企業の経営改善支援事例紹介

金融機関、公的支援機関の連携

・チームディスカッション研修（ケーススタディ）

＜講師＞中小企業再生支援全国本部プロジェクトマネージャー

＜対象＞原則として、研修を希望する県内金融機関

＜方法＞

・研修場所は、研修を希望する県内金融機関において、準備をする。

・研修内容（取り上げる事例等）については、研修を希望する県内金融機関に意見を
尊重しつつ、事務局が講師と調整をする。

・研修を希望する金融機関ごとに実施する。



・本日と同様の講義をお願いします。

・今回同様を次回においてお願いしたいと思います。

・今回の研修を自行庫内でも実施していただきたい。

・同内容の研修をもう少し時間をとって講義を受けたい。

・今回のようなケーススタディを他行の方の意見や専門家の方の意見を聞
けるような機会は有意義でした。

８月８日の研修の［アンケート結果］

●「今後受けてみたい研修について」の抜粋

＜参考＞

具体的な事例を用いて、企業再生、経営改善の方法等について、班別に検
討を行う。

＜内容＞

②サポートミーティング及び経営改善計画策定費用に対する補助事業について

Ａ．



Ｂ．サポートミーティング利用増加に向けた取り組みについて

県内金融機関や関係機関に研修会等を通じて、「サポートミーティング」、「経営改善計
画策定費用に対する補助事業」（以下、協会補助金事業）及び「経営改善支援保証」の
周知を行う。

ア．

・平成２５年１０月１日

・平成２５年１０月７日

・平成２５年１０月

・平成２５年１１月

協会補助金事業制度、経営改善支援保証制度の取扱開始。

保証協会、大分県ホームページにて公開

大分合同新聞（朝刊）にて、協会補助金事業、経営改善支援保
証について、プレス発表

商工団体の会議、県内金融機関の内部研修会に協会職員が講
師として参加し、「サポートミーティング」、「協会補助金事業」及び
「経営改善支援保証」についての説明会を開催。

税理士会、県内金融機関の内部研修会に協会職員が講師として
参加し、「サポートミーティング」、「協会補助金事業」及び「経営
改善支援保証」についての説明会を開催予定。

イ．経営改善支援センター事業との連携によるサポートミーティング推進の取組

「協会補助金事業」、「経営改善支援保証」の利用促進は、サポートミーティングの開催
に繋がることから経営改善支援センター事業との連携を図る。

・既往条件変更先をリストアップし、取引金融機関より対象企業へ経営改善支援セン
ター事業の利用を促す。





（２）その他

①中小企業支援ネットワーク通信（仮称）について

各地域におけるネットワークや参加機関の情報共有、連携を促進するために、経営支援

施策及び政府などによる経営改善・事業再生促進施策や各種事業などの情報を「中小企
業支援ネットワーク通信（仮称）」として、九州経済産業局等より、大分県中小企業サポート
推進会議事務局（県）にメール配信されます。今後、配信の都度、事務局より会員へ配信を
しますので、ご活用ください。

http://www.pref.oita.jp/soshiki/14030/sapo-to.html

大分県のホームページに「大分県中小企業サポート推進会議」のページを作成し、適宜
更新をしていますので、ぜひ、ご覧ください。
また、会員各位のホームページで、リンク可能であれば、リンクを張ってください。

＜ＵＲＬ＞

②サポート推進会議ホームページについて



＜参考資料１＞専門家派遣事業と経営改善支援センター事業のタイアップ

条件変更先

専門家 支援 経営改善
計画

認定支援機関
（金融機関、税理士等）

専門家が作成した事業改善計画を利用しながら
経営改善計画を作成支援

経営改善
支援センター

専門家派遣事業

・売上向上
・業況改善
・販売促進

………



＜参考資料２＞専門家派遣事業



＜参考資料３＞地域プラットフォーム



＜参考資料４＞富山信用金庫における経営改善支援の取組事例

富山信用金庫は、代表認定支援機関として、事業者の経営改善計画策定支援を実施し、事業面については、
提携する富山県中小企業診断協会の診断士が事業DDを実施するスキームを構築。これにより、スピーディ
な、事業者への支援スキーム提案と経営改善支援を実現。
審査部（本部）と営業店が、事業者への制度利用の提案から経営改善支援まで連携して実施。
診断士が実施する事業DDは定額制として、事業者負担を明確化するとともに、支援の目線・方向性を合わ
せるため、緊密に相談を実施。
認定支援機関である他の取引金融機関とも連携し、経営改善支援を実施することで認定支援機関
相互の経営改善支援ノウハウの共有化を促進。

経営改善支援
・事業DD

支援事業者
（主に小規模零細のメイン先）

経
営
改
善
支
援
セ
ン
タ
ー

＜代表認定支援機関＞

申
請

経営改善支援
・計画策定支援
・財務DD
・モニタリング
（必要に応じて、専門家
派遣事業等を活用）

＜外部専門家＞

連携

富山信金、診断士とともに経営改善を実施

富山県中小
企業診断協会

【 経営改善事例：食品メーカー 】
一般消費者への直接販売を強化すべく外部専門
家による新ブランドを構築。

「富山」を想起させるパッケージデザインを創
り、プレミアム感を追求。

パッケージ開発に際しては、富山信金の支援先
間が連携。

経営改善計画の策定過程で事業者の実態を把握
することが、事業者間の連携の契機に。

事業者の経営改善の促進はもちろんのこと、金庫
職員の事業者理解、目利き能力の向上による支援
能力の強化にもつながるものとして積極的に活用。

事業者と営業店担当者のコミニュケーションツー
ルとして、経営改善計画の策定は有効。

策定した計画をもとに、経営力強化保証や経営力
強化資金（公庫）の活用によるニューマネー調達
支援も検討。

【本事業の活用メリット】



●富山信用金庫「地域密着型金融推進計画」の進捗状況 Ｈ２４版より





＜参考資料５＞京都信用金庫における経営改善支援の取組事例

京都信用金庫では、中小企業の経営改善支援に取り組む上で、中小企業にとって身近な存在である
顧問税理士の関与が不可欠という認識の下、研修会等を通じて、地域内の税理士とのリレーションを
促進。

本事業については、地域内の１３の税理士会に対して研修会を通じて、認定支援機関の役割、事業
の説明および事業活用の勧奨等を実施。

計画策定段階では、経営者、顧問税理士、当金庫の三者でミーティングを実施し、経営改善の方向性
や計画内容を共有することで、実効性の高い計画を策定するだけでなく、関係者における経営改善計
画策定能力の向上にも寄与。

【経営改善支援のための連携促進の取組】

・10年以上にわたり、地域内の税理士との間
で研修会等を実施するなど、継続的なリレ
ーションを構築

【本事業における信用金庫の取組】

・対象先をリストアップし、営業店に対して
当該事業の利用促進をアナウンス

・地域内の税理士会（13先）との間で研修会
を実施し、当該事業における税理士関与の
重要性について説明し、事業の利用を勧奨

・三者でミーティングを実施し、改善の方向
性や計画の内容について共有化を図る

＜その他認定支援機関＞

支援事業者

京都信用金庫

税理士
（顧問税理士）

連携

・計画策定の勧奨および支援
（適宜三者ミーティングを実施）
・モニタリングの実施

＜代表認定支援機関＞



＜参考資料６＞経営改善支援取組事例



＜参考資料９＞会員広報誌の活用事例

大分県産業創造機構

創造おおいた１０月号


